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   ２０２１年２月２２日　大阪地裁判決

   　　　　 ３月２９日　札幌地裁判決

   ２０２０年６月２５日　名古屋地裁判決

相次ぐ請求棄却（原告敗訴）判決　

認容

棄却

棄却

   　　　　 ５月１２日　福岡地裁判決

   　　　　 ９月１４日　京都地裁判決

   　　　 １１月２５日　金沢地裁判決   

   　　　 １２月１６日　神戸地裁判決

  ２０２２年３月　７日　秋田地裁判決

   　　　　 ５月１３日　佐賀地裁判決

棄却

棄却

棄却

棄却

棄却

棄却



一転して、相次ぐ請求認容（原告勝訴）判決　

   　　　　 ７月２７日　仙台地裁判決

   　　　　　    ４月１３日　大津地裁判決

   ２０２２年５月２５日　熊本地裁判決　　　　　　　認容

   　　　　　 　６月２４日　東京地裁判決　　　　　　　認容

   　　　 　  １０月１９日　横浜地裁判決　　　　 　　 認容

  ２０２３年 ２月１０日　宮崎地裁判決　　　   　 　認容

   　　   　　   ３月２４日　青森地裁判決　　　　　　  認容

   　　　　　    ３月２４日　和歌山地裁判決 　　　　   認容

   　　　　　 　 ３月２９日　さいたま地裁判決  　　　  認容

   　　　　　 　 ４月１１日　奈良地裁判決　　   　　　 認容

棄却



2023(令和5)年4月14日　
控訴審最初の大阪高裁で逆転敗訴判決



「大阪の借りを返した」名古屋高裁判決
（2023(令和5)年11月30日）



最高裁判決言渡し期日
６月２７日（金）午後３時　　　



最高裁判所第３小法廷（宇賀克也裁判長）
大阪訴訟、愛知訴訟につき、原告側の勝訴判決
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最高裁判決の内容



11



最高裁判決後（原告勝訴確定後）の
国、厚生労働省の原告側に対する姿勢

１　謝罪さえしない。

２　当事者と協議（6回）はするが実質的な話をしない。

３　今後の対応を自らが一方的に決めた「専門家」の審議　

　（最高裁判決への対応に関する専門委員会）に委ねる。

　⇒　当事者を軽視、不誠実

　☛「従前の方式（消費との比較）によれば12.6%論」の強調

　　判決の意義の矮小化（被害回復額の最小化）？











別の理由（消費との比較）での再減額の「蒸し返し」審議
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